
中央大学杉並高等学校における個人情報の共同利用について 

 

 中央大学杉並高等学校(以下「本校」という)は、入学手続者、在校生、卒業生及び保護

者(保証人)等の個人情報を各関係諸機関との間で以下の通り共同利用します。 

 

中央大学杉並高等学校後援会との共同利用について  

 

 中央大学杉並高等学校後援会は、本校に在籍する生徒の保護者（保証人)及び本校教職

員により組織される団体です。在校生への支援活動及び会員相互の親睦活動を行っていま

す。本校に在籍する生徒の保護者(保証人)は、毎年会費を納入し、全員加入となります。  

 

１.共同利用する在校生の個人情報の項目  

 （１）生徒の学年・クラス・番号  

 （２）生徒の氏名  

 （３）生徒の性別  

 （４）生徒の在籍状況  

 （５）保護者の氏名  

 （６）保護者の性別  

 （７）保護者の生年月日  

 （８）保護者の住所  

 （９）保護者の電話番号  

 

２．利用範囲 

中央大学杉並高等学校後援会  

 

３．利用目的 

 （１）会議の通知や行事の案内  

 （２）後援会だより（会報）の作成  

 （３）卒業記念品の準備  

 （４）活動費・慶弔費等の支払い  

 （５）クラス委員（保護者）の傷害保険・賠償責任保険への加入  

 （６）その他上記各号に掲げる目的のために必要な付随業務を行うこと 

 

４.個人情報の管理について責任を有するもの  

中央大学杉並高等学校  

 （お問い合わせ先：中央大学杉並高等学校後援会 TEL03-3390-3175）  

 



中央大学杉並高等学校同窓会（杉朋会）との共同利用について  

 

 中央大学杉並高等学校同窓会（杉朋会）は、本校の卒業生及び本校の現教職員・旧教職

員により組織される団体です。高等学校への各種支援事業、卒業生相互の親睦活動を行っ

ています。中央大学杉並高等学校生徒が卒業時に会費を納入し、全員加入の組織です。 

 

１．共同利用する卒業予定者、及び卒業生等の個人情報の項目  

 （１）卒業生番号  

 （２）氏名（漢字・カナ） 

 （３）卒業年 

 （４）住所  

 （５）電話番号  

 （６）卒業時に所属していた部活 

 

２．利用範囲  

中央大学杉並高等学校同窓会（杉朋会）  

 

３．利用目的  

 （１）同窓会総会及び同窓会主催、あるいは同窓会会員が主催する同期会等の各種事業

の案内 

 （２）その他前号に掲げる目的のために必要な付随業務を行うこと 

 

４．個人情報の管理について責任を有するもの  

中央大学杉並高等学校  

 （お問い合わせ先：中央大学杉並高等学校杉朋会 TEL 03-3390-3175） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中央大学生活協同組合との共同利用について  

 

 中央大学生活協同組合は、中央大学の学生・生徒・教職員一人一人が出資金を出し合っ

て利用・運営し、学校生活を豊かにしていく組織です。中央大学に学び研究し働く学生・

教職員の合意によって1949年に設立されました。以来、書籍・購買・サービス関連・食堂

等、各店舗事業を通じて、勉学・日常生活をサポートしています。  

 

１．共同利用する個人情報の項目  

 【入学手続者の以下の項目】  

 （１）受験番号・受験区分・手続区分  

 （２）受験生氏名 （漢字・カナ） 

 （３）受験生電話番号 （固定または携帯） 

 （４）保護者電話番号 （固定または携帯） 

 

 【在校生および退学者の以下の項目】 

 （１）学年・クラス・在籍情報 

 （２）生徒氏名 （漢字・カナ） 

 （３）生徒住所 

 （４）生徒電話番号（固定または携帯） 

 （５）保護者電話番号（固定または携帯） 

 

２．利用範囲  

中央大学生活協同組合  

 

３．利用目的  

 （１）入学準備に関する案内（制服、体育着、教科書、電子機器購入等の案内及び各種

事業案内を含む。）  

 （２）中央大学生活協同組合からの脱退に伴う出資金返還の案内送付 

 （３）その他前２号に掲げる目的のために必要な付随業務を行うこと 

 

４．個人情報の管理について責任を有するもの  

中央大学生活協同組合  

 （お問い合わせ先：生協売店 TEL03-3390-3175） 


